
令和７年度一般会計補正予算（第４号）のうち、 

学校給食費負担金（歳入）及び賄材料費（歳出）の補正について 

 

歳入 第１３款 分担金及び負担金、第２項 負担金、第２目 教育費負担金 

    のうち学校給食費負担金 第１節 小学校費負担金    ３５７千円 

                第４節 保健体育費負担金    ７２千円 

歳出 第１０款 教育費、第２項 小学校費、 第１目 学校管理費 

            第６項 保健体育費、第３目 学校給食費 

    第１０節 需用費のうち 賄材料費 （小学校費）  ２，８５６千円 

                     （保健体育費）   ４７３千円 

 

 栄養バランスを考慮した安全安心な給食提供のため、米飯価格の上昇への対応とし

て、令和８年１月からの小学校及び関中学校の学校給食費を増額する一方、当該増額

分についてもこれまでと同様に国の重点支援地方創生臨時交付金を財源として活用

し、令和８年１月から３月までの保護者負担の軽減を図ります。 

（保護者負担額は令和７年１２月以前と同額） 

 

１ 米飯価格の上昇による１人１か月当たりの学校給食費増加額（月額） 

（１）白飯７０ｇ（１食当たり）の上昇額 

    令和６年１０月 ７２．７円 ⇒ 令和７年１０月 ９９．９円（約1.37倍） 

    ９９．９円 ― ７２．７円 ＝ ２７．２円 

（２）１人１か月当たりの増加額 

    ２７．２円 × 月平均の米飯給食１３回 ≒ ３５０円 

 

２ 賄材料費（歳出）の補正（令和８年１月分から同年３月分まで） 

（１）小学校費 

    児童  ３５０円×３か月×２，３８０人＝２，４９９，０００円 

    教職員 ３５０円×３か月×  ３４０人＝  ３５７，０００円 

                      計 ２，８５６，０００円 

（２）保健体育費（関学校給食センター費） 

    児童  ３５０円×３か月×  ２６１人＝  ２７４，０５０円 

    生徒  ３５０円×３か月×  １２０人＝  １２６，０００円 

    教職員 ３５０円×３か月×   ６９人＝   ７２，４５０円 

                      計   ４７２，５００円 

 

３ 学校給食費負担金（歳入）の補正 

（１）小学校費負担金 

    教職員 ３５０円×３か月×３４０人＝３５７，０００円 

（２）保健体育費負担金 

    教職員 ３５０円×３か月× ６９人＝ ７２，４５０円 

（３）児童及び生徒分は国の重点支援地方創生臨時交付金を財源とします。 
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